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【 重 要 】 

2020年 6月 9日 

 

お客様各位 

 

株式会社アステム 

 

大阪取引所への商品移管に伴う必要な手続き

及び取引ルール等の変更に関するお知らせ 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、2020 年 7 月 27 日より、現在、東京商品取引所（以下、「TOCOM」といいます。）で

上場されております貴金属市場、ゴム市場及び農産物市場が大阪取引所（以下、「OSE」といい

ます。）に移管され金融商品取引法の下で商品関連市場デリバティブ取引として扱われることとな

りました。これに伴い、お客様には OSE に移管される各商品を引き続きお取引いただくために、

所定の手続きが必要になります。また、取引ルール等に一部変更がございますのでお知らせいた

します。 

今後お取引をする上で重要となりますので必ずご確認ください。 

 

◼ OSE移管に伴う注意事項 

➢ 移管予定日の前営業日にあたる 2020年 7月 22日（水）の夜間取引は中止となります。 

➢ 2020 年 7 月 22 日（水）の日中立会終了後における移管対象商品の建玉が OSE に移

管されます。 

➢ 移管前に発注される指値注文、SO注文の有効期限は、2020年 7 月 22日（水）日中立

会までとなります。なお、損失限定取引（以下、「スマート CX」といいます。）のロスカット注

文等については継続されます。 

 

◼ OSE移管に伴う必要な手続き 

➢ これまでは、商品先物取引法及び TOCOM 受託契約準則のルールに則り、お取引を行っ

ていただいておりましたが、移管対象商品につきましては、金融商品取引法及び大阪取引

所受託契約準則のルールに則り、お取引を行っていただくことになりますので、改めてご契

約が必要となります。なお、ご契約に必要な書面は以下の通りです。 

① 商品関連市場デリバティブ取引 先物・オプション取引口座設定約諾書 

② 大阪取引所への建玉移管同意書 

③ 証拠金等振替同意書（※1） 

④ 受領書（※2） 

 （※1） TOCOM と OSE 別々の口座管理となるため、口座間で証拠金の移動を行う
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際、お客様同意のもとで証拠金の振替をさせていただくことの同意書となります。 

 （※2） ご契約に先立ち、契約締結前交付書面及び大阪取引所の受託契約準則等を交

付させていただきます。その際、受領書の差し入れをお願いしております。 

上記、手続きを行っていない場合、OSEへの建玉移管及び移管後の建玉の維持はできま

すが、新たな新規注文及び仕切注文はできせんのでご注意ください。 

 

◼ 証拠金不足が発生した場合の対応が変更となります。 

➢ 前営業日に発生した証拠金不足（値洗差金の悪化に伴う不足を含む。）への対応は、翌営

業日の午前 11：00までとなります。また、証拠金不足が発生した場合の対処方法について

は、以下のいずれかの方法のみとなります。 

① 不足金額の全額入金。 

② 全ての建玉の処分。 

これまでのように、「値洗差金の改善」、「一部決済」、「一部入金」、「建玉」等の方法で証拠

金不足を解消することができなくなりますので、十分ご注意ください。 

➢ 前営業日に発生した証拠金不足が翌営業日の午前 11：00 までに不足金額の全額入金に

より解消されていない場合は、午前 11：00以降、お客様の計算により全建玉を決済させて

いただくことになります。 

 

◼ OSE移管に伴う取引ルール等の変更点 

➢ ㈱日本商品清算機構（以下、「JCCH」といいます。）と㈱日本証券クリアリング機構（以下、

「JSCC」といいます。）が統合することにより、お客様からお預かりした証拠金は弊社の資

産とは区分管理され、JSCC で保全されます。（※弊社は取次先（岡安商事株式会社）を経

由してこれを行っております。）保護基金は基金分離預託、代位弁済契約。 

なお、証拠金制度については、これまで同様、SPAN証拠金制度が適用されます。 

➢ これまで、JCCH において SPAN パラメーター（プライス・スキャンレンジ、商品内スプレッ

ド割増額等）の見直しが毎月 2回行われておりましたが、移管後は JSCCにおいて毎週最

終営業日の午後 6：00 頃に翌週分の SPAN パラメーターが公表されます。公表された

SPAN パラメーターは、翌週からの適用となります。なお、相場に大幅な値動きがあり、

JSCCが必要と認めるときは、臨時の見直しが行われる場合があります。 

➢ ゴム市場の日中立会開始時刻が、午前 8：45から午前 9：00に変更となります。 

➢ 貴金属市場のサーキット・ブレーカーの仕組みが変更されます。詳しくは、新たに交付させ

ていただく「商品関連市場デリバティブ取引 契約締結前交付書面」でご説明いたします。 

➢ 移管後スマート CXの新たな建玉はできなくなります。 

なお、今後必要な手続き、取引ルール等について変更がございましたらご連絡いたしますので

ご確認ください。 

また、ご不明な点がございましたら、営業担当者又は管理部までお気軽にお問合せください。 

以上 


